
令和８年度【6 月改定版】                 家庭掲示・保管用 

警報等の発表・解除に伴う児童の登下校について 

 

１ 警報（暴風・暴風雪、大雪、レベル４大雨危険）に対する対応 

（注１）教育委員会や校長の判断で、登校が危険な場合は、臨時休校や登校時刻を遅らせる等、適切な措置を

とることがあります。   

状況によっては、集団登校の付き添いをお願いします。始業に遅れることがあってもかまいませんの 

で、安全に登校できるようご配慮ください。 

（注２）大雪警報発表時、積雪状況によっては登校困難となる場合も想定されます。その際は、校長の判断で

臨時休校等の措置をとります。 【積雪が学校敷地内等で一定基準（２０ｃｍ程度）を超える場合】 

（注３）通学路の危険箇所の安全、周辺の風雨及び雪の状況、災害状況を確認後、教職員が拠点まで引率し保

護者へ引き渡したり、緊急時引き渡し下校をしたりします。 

 

２ 特別警報（レベル５大雨・土砂災害、暴風、暴風雪、大雪）、震度５強以上の地震発生に対する対応 

発表された場合 

時刻 対   応 

登校前 臨時休校 

登校後 学校待機 → 緊急時引き渡し下校 

※ 登校後に解除された場合は、気象状況等の情報や通学路等の安全を確認し、緊急時引き渡し下校をし

ます。解除後の翌日以降は、周囲の状況に注意して登下校をします。状況によっては、校長の判断で

臨時休校の措置をとることもあります。  

※ 三重小学校区は、「特別警報（レベル５河川氾濫／高潮、波浪）、津波警報」に関しては対象地区では

ありません。しかし、命にかかわる危険が迫ることが予想される場合は、十分に情報を確認し、市災

害対策本部等から出される指示に従ってください。 

 

３ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合 

発表された場合 解除された場合 

時 刻 対   応 時 刻 対   応 

７：００まで 自宅待機 

※ 7:00を経過したら臨時休校となる。 

７：００まで 通常通り登校（注１） 

 

 

登 校 後 学校で状況判断し必要な措置をとる（注３） ７：００を経過 臨時休校 

巨大地震警戒 巨大地震注意 調査終了 

1週間の臨時休校 

登校後は、保護者による緊急

時引き渡し下校の措置を取る。 

地震に対する備えを取りながら学校活動

を継続する。ただし、状況によっては下校

や休校の措置を取ることもある。 

平常の学校活動を行う。 

四日市市立三重小学校 

☎ ３３０－００３６ 

   

【大雪警報】 

積雪状況で判断し必要な措置をとる（注２） 



４ 熱中症特別警戒アラート（熱中症特別警戒情報）が発表された場合 

 

５ 弾道ミサイルが飛来した場合 

（１）三重県にＪアラート等を通じて緊急情報発信があった場合 

（２）弾道ミサイルが着弾した場合 

 

６「記録的短時間大雨情報」が発表された場合 

三重県では、大雨警報発表中に１２０㎜/h 以上の雨が降り、かつ、キキクル（土砂災害危険度分布）の「紫色

（危険）」「黒色（危険切迫）」が出現している場合に発表されます。※キキクル（危険度分布）：気象庁 https://www.jma.go.jp/bosai/risk/ 

＜お願い＞ 

１．警報等の発表・解除に伴う児童の登下校については、学校では「Home＆School」で通知しますが通信不能

となる場合もあります。学校ホームページ内の「防災みえ」やテレビ・インターネット等にて確認ください。 

２．午前７時前後、保護者の方が仕事の都合等で児童だけになる場合は、お子さんに「本日は休校なのか」「本日

は登校するのか」を確実に伝えるようにお願いします。 

３．自宅待機中に保護者の方が不在となる場合は、お子さんの保護をお願いできる人を決めておいてください。 

４．警報が解除されて登校する場合に、通学路や気象条件等により、保護者の方が児童の安全が心配される時は、

ご自身の判断で登校を見合わせても構いません。その際は、「安全配慮による登校見合わせ」として「Home

＆School」にて学校に連絡してください。非常時は、児童の安全、迎えに来校される保護者の安全を優先して

行動してください。 

熱中症特別警戒アラートが三重県に発表された場合 

熱中症警戒アラートとは、三重県内１２地点すべてにおいて暑さ指数（WBGT）の最高値が３５以上になる

と予想されるときに、前日の１４時頃に発表される。 

臨時休校 

登校前に発信された場合 登校後に発信された場合 

自宅待機 児童に迅速な避難行動の指示 

市内および近隣市町に着弾した場合 在校中に学校の近くに着弾した場合 下校させる場合 

臨時休校 速やかに児童の安否確認。必要に応

じて保護者へ安否情報の伝達等。 

必要に応じて緊急時引き渡し下校 

発表された場合 

状 況 各 学 校 に お け る 対 応 

登校前 

７：００の段階で発表された場合は、自宅待機とする。 

校区及びその周辺、通学路の状況を把握し、以下の対応を決定する。 

①通学路等の安全を確認して登校。②始業時間を繰り下げる。③臨時休校とする。 

登校後 
学校待機 

下校が可能と判断した場合は、緊急時引き渡し、もしくは集団下校とする。 

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/

